
行財政改革推進審議会の役割及び審議内容について 

 

 

１．行財政改革推進審議会の役割 

  静岡市附属機関設置条例に基づき設置。 

所掌事務：市の行財政の改善合理化について調査審議し、又は市長に意見を述べること。 

委員：10 人以内をもって組織 ・市の行財政について優れた識見を有する者 

・市民（公募）   

 

 

２．行財政改革推進審議会の位置づけ 

  本審議会で頂いた提言等については、市長等により構成される「静岡市行財政改革 

推進本部」を頂点とした推進体制のもと、市政への反映を図っていきます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

静岡市行財政改革推進審議会 (附属機関) 

構成：委員 10 名（有識者、市民）所掌：行革に関する調査審議、提言 

静岡市 

行財政改革推進本部 

（市長・副市長・局長級） 

 

静岡市行財政改革推進検討部会 

（総務・企画・財政局次長級、関係課長） 

 

各所管局等 

意見・提言 報告・説明 

行 政 



 

３．第９期行財政改革推進審議会の審議内容 

審議内容 

◎第４次行財政改革推進大綱及び実施計画の策定について 

・第４次行財政改革推進大綱骨子案についての議論（R4.3） 

・第４次行財政改革推進大綱案及び実施計画についての議論（R4.4～R5.3） 

◎第３次行財政改革後期実施計画の進捗管理について 

・後期実施計画の改訂についての報告（R4.3） 

・後期実施計画の実績についての報告（R4.9） 

 

４．審議会開催スケジュール（予定） 

日 程 

（R3 年度） 
会議名 内 容（予定） 

R４.３月 第１回審議会 
・第４次行革大綱骨子案について 
・第３次行革後期実施計画の改訂について 

 

 

日 程 

（R4 年度） 
会議名 内 容（予定） 

R４.６月 第２回審議会 
・第４次行革大綱案について（１回目） 
・第４次行革実施計画の主要施策について 
（１回目） 

R４.７月～ 

８月 
第３回審議会 

・第４次行革大綱案について（２回目） 
・第４次行革実施計画の主要施策について 
（２回目） 

R４.９月 第４回審議会 

・第４次行革大綱案について（３回目） 
・第４次行革実施計画の主要施策について 
（３回目） 

・第３次行革後期実施計画 R3 実績について 

R５.３月 第５回審議会 
・第４次行革大綱について（報告） 
・第４次行革実施計画について（報告） 

※審議会の開催時期及び開催回数は、審議の状況等により変更する場合があります。 


